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１ 背景及び策定の目的

（１）背景

本市の管理する都市公園のうち約４割の公園は、開設から30年以上経過しており、今後

10年でその数は６割以上となる。公園施設については、日常点検を行い、必要に応じて補

修や更新を図り、適切な維持管理に努めているが、全体的に老朽化が進んでおり、公園利用

者の安全・安心を確保するための維持管理のあり方が課題となっている。

本計画を策定するにあたっては「公園施設長寿命化計画策定指針（案）【改定版】」（以

下、「指針」という。）に基づき策定した。

長寿命化計画
の対象とする
都市公園等の
設定

予備調査
健全度調査
健全度判定

長寿命化
計画の策定

２ 公園施設長寿命化計画の概要

（２）計画期間

本計画の計画期間は令和２（2020）年度から令和11（2029）年度までの10年間とした。

なお、社会情勢の変化や公園利用者のニーズの変化などにより本計画の見直しが必要と

なった場合には、適宜見直すこととする。

図-１ 公園施設長寿命化計画の策定手順

（１）長寿命化計画の策定手順

本計画は指針に基づき、図-１に示す手順に沿って策定した。

（２）目的

都市公園を対象に計画的な維持管理の方針を明確にし、施設の安全性と機能を確保しつつ、

ライフサイクルコストの縮減を図ることを目的とし、門真市公園施設長寿命化計画（以下、

「本計画」という。）を策定する。

1



（３）計画対象公園

本計画の対象となる公園は、表-１及び図-２に示す64公園とする。

公園種別 箇所数 備考

住区基幹
公 園

街区公園 57 茨田公園、新橋公園、中町公園、石原町公園、東打越公園 他

近隣公園 2 四宮公園及び弁天池公園

都市緑地 5 一番柳田町北２号緑地公園、一番柳田町北２号緑地 他

合計 64

図-２ 公園配置図

表-１ 対象公園一覧
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（４）対象施設

本計画の対象となる公園施設は、表-２に示す計画対象公園内に設置された公園施設とす

る。

種別
園路
広場

修景
施設

休養
施設

遊戯
施設

運動
施設

教養
施設

便益
施設

管理
施設

その他
施 設

合計

住区基幹
公 園

街区公園 49 120 373 207 1 13 62 1,316 6 2,147

近隣公園 10 61 67 6 1 2 7 187 1 342

都市緑地 7 5 13 7 0 0 4 80 0 116

合計 66 186 453 220 2 15 73 1,583 7 2,605

〇園路広場：舗装、階段、デッキなど

〇修景施設：花壇、噴水、池、つき山など

〇休養施設：ベンチ、パーゴラ、あずまやなど

〇遊戯施設：ぶらんこ、すべり台、雲梯、シーソー、複合遊具、健康遊具など

〇運動施設：ゲートボール場など

〇教養施設：ステージ、記念碑など

〇便益施設：便所、水飲場、手洗場など

〇管理施設：管理事務所、時計、柵、掲示板、標識、照明施設、車止めなど

〇その他施設：防災用トイレ、放送施設など

表-２ 対象施設一覧
（単位：施設）
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３ 公園施設の管理類型

図-３ 管理類型の検討フロー

【予防保全型管理】

施設の劣化や損傷の進行を

未然に防止し長持ちさせるこ

とを目的に、計画的な手入れ

を行うように管理する方法

【事後保全型管理】

施設の日常的な維持管理や

点検を行い、施設の機能が果

たせなくなった段階で取り換

えるよう管理する方法
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（１）管理類型の設定

指針に基づき、ライフサイクルコストの縮減効果の見込み、施設の規模などから、図-３

により、予防保全型管理（候補）、事後保全型管理に分類し、さらに予防保全型管理（候

補）はライフサイクルコスト縮減効果を確認し、効果があるものを予防保全型管理、効果が

見込めないものを事後保全型管理として表-３に示すとおり分類した。

なお、遊戯施設については、安全性の確保、機能性の確保を最優先とすることから、ライ

フサイクルコストの縮減効果の試算を対象外とし予防保全型管理に分類した。

表-３ 管理類型ごとの施設数

予防保全型管理 事後保全型管理

園路広場 ― 舗装、階段、デッキなど

修景施設 噴水など 花壇、池、つき山など

休養施設 パーゴラ（10㎡以上）など ベンチなど

遊戯施設 ぶらんこ、すべり台、複合遊具など ―

運動施設 相撲場 ゲートボール場

教養施設 ― 記念碑など

便益施設 便所（10㎡以上）、時計など 水飲場、手洗場など

管理施設 管理事務所、時計、照明施設など 柵、掲示板、標識、車止めなど

その他施設 ― 防災用トイレ、放送施設など

施設数 303施設 2,302施設



４ 健全度調査及び健全度判定

予防保全型管理を行う274施設を対象に、構造材・消耗材の劣化や損傷の状況、美観等に

ついて詳細な調査を行い、健全度判定を実施した。

健全度 評価基準

Ａ
・全体的に健全である。
・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。

Ｂ
・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。
・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について定期
的な観察が必要なもの。

Ｃ
・全体的に劣化が進行している。
・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補修、
もしくは更新が必要なもの。

Ｄ
・全体的に顕著な劣化である。
・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補修、
もしくは更新が必要なもの。

表-４ 健全度判定基準

（２）健全度調査結果

公園施設274施設の健全度調査結果を表-５に示す。

健全度Ａが12施設（4.4％）、健全度Ｂが127施設（46.3％）、健全度Ｃが124施設

（45.3％）、健全度Ｄが11施設（4.0％）であった。

施設種類
健全度判定

合計
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

園路広場 1 1

修景施設 6 11 13 30

休養施設 6 1 7

遊戯施設 73 108 10 191

運動施設 1 1

便益施設 4 10 2 16

管理施設 2 26 28

合 計 12 127 124 11 274

割 合 4.4% 46.3% 45.3% 4.0% 100.0%

表-５ 健全度調査結果

（１）健全度判定基準

健全度判定は、表-４に示す判定基準により実施した。
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５ 公園施設長寿命化計画の策定

（１）日常的な維持保全に関する基本方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を公園管理者及び指定管理者により随時実施し、

公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常を把握した場合は、必要に応じて利用禁止とし安全性を確保する。また、こ

の時点で健全度調査を実施し、補修もしくは更新を判定する。

清掃等は、公園管理者及び指定管理者によるもののほか、地域に協力依頼を行う。

健全度判定は、表-３に示す判定基準により実施した。

①一般施設

日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、必要に応じて利用禁止の措置を行う。ま

た、対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修もしくは更新を位置づけた上で措置を

行う。

②遊具等

日常点検により施設の劣化及び損傷を把握する。

施設の劣化や損傷を把握した場合、劣化や損傷の程度により必要な措置を行う。

５年に１回以上の健全度調査を実施し、対象施設の補修もしくは更新を位置づけた上で

措置を行う。

（２）公園施設の長寿命化のための基本方針

①予防保全型管理に分類した施設

機能保全に支障となる劣化や損傷を未然に防止するため、日常的な維持保全に加え、点検

等定期的な健全度調査を行うとともに、計画的な補修、更新を行う。

健全度がＣ判定となった時点で速やかに適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を

図る。

遊戯施設については、日常的な点検により施設の劣化損傷状況を確認し、消耗材の交換

等を行うほか、必要に応じて利用禁止の措置を行う。

日常的な点検以外に５年に１回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化損傷状況を確認

する。

使用見込み期間は、概ね処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の2.4倍、20

年以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.8倍、処分制限期間が40年以上の施設は、

処分制限期間の1.2倍を基本とする。
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②事後保全型管理に分類した施設

維持保全や日常点検、定期点検を実施し、劣化や損傷、異常、故障を把握し、求められる

機能が確保できないと判断した時点で、撤去・更新を行う。

日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。

使用見込み期間は、概ね処分制限期間が20年未満の施設は、処分制限期間の２倍、20年

以上40年未満の施設は、処分制限期間の1.5倍、処分制限期間が40年以上の施設は、処

分制限期間の１倍を基本とする。

図-４ 更新及び補修の実施時期の概念図

時間

予
防
保
全
型
管
理
施
設

事
後
保
全
型
管
理
施
設

予防保全型管理における
使用見込み期間　L2

事後保全型管理における
使用見込み期間　L1

更新

更新

補修

健全度Ａ

健全度Ｂ

健全度Ｃ

健全度Ｄ

100%

0%

30%

80%

（３）更新及び補修実施時期の基本方針

予防保全型管理を行う施設の長寿命化対策（補修）の計画的な実施時期についての基本方

針は、図-４に示すとおり、健全度ＡまたはＢを維持することを目標として、健全度がＣと

判断した時点で実施するものとする。

また、予防保全型管理を行う施設の更新実施時期の基本方針は、健全度がＤの施設を除き、

一度補修を行った後、再度、健全度がＣとなる時期に更新を実施するものとする。

なお、健全度Ｄの施設については補修を行わずに速やかに更新（撤去を含む）を実施する

ものとする。

また、事後保全型管理を行う施設の更新時期は、使用見込み期間満了時に更新を実施する

ものとする。
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（１）長寿命化計画策定の効果

長寿命化計画の策定により、従来の事後保全型から予防保全型に重点をおいた管理とする

ことで、より計画的かつ効率的な公園施設の維持保全となり、長期にわたる施設の安全性及

び機能の確保が可能となる。

さらに、ライフサイクルコスト縮減効果の算出を行った結果、計画期間全体で860万円の

効果が期待できる。

６ 長寿命化計画策定の効果

図-５ 年度別更新・補修費用
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（２）今後の補修・更新計画

今後10年間における計画対象施設の補修や更新にかかる費用については、図-５に示す

とおり、総額約2億6,200万円とする。


